
新屋比内町市営住宅建替事業

実施方針に関する質問・意見回答集

平成 18 年 8 月 28 日 公表

秋田市

○ 本質問・意見回答集は、平成 18 年 8 月 2 日（水）～ 8月 11日（金）に受け付

けた新屋比内町市営住宅建替事業 実施方針に関する質問・意見への回答を記

載したものです。

○ 本質問・意見回答集は、提出者の特殊な技術、ノウハウ等に関し、提出者の

権利、競争性の地位、その他正当な利益を害する恐れのないことを確認した

うえで記載しております。

○ 本質問・意見回答集は現時点での考え方を示したものであり、実施方針等と

の相違がある場合には、本質問・意見回答集の内容を優先いたします。



質問
No

質問項目
（タイトル）

資料名
対応
頁

質問内容 回答

1

併設可能な社会福祉
施設

実施方針 3 第1 1 (5) ③ ア 施設の具体的なイメージが湧きません。ま
た、「可能」という表現からは、場合によって
は認められないというニュアンスも感じられま
す。確実に設置が許される施設をいくつか例示
願えませんか。

建築基準法別表第2（ろ）項に掲げる建築物は
認めます。

2

社会福祉施設等整備
等業務（付帯事業）

実施方針 3 第1 １ (5) ③ ア 建築基準法別表第２（ろ）項に掲げる建築物
も可能とありますが、グループホームや有料老
人ホームも可能と考えてよいですか。

可能です。

3

社会福祉施設等整備
業務の賃借料

実施方針 3 第1 1 (5) ③ 賃借料はどのように設定されますか。またあ
らかじめ募集要項で提示されるでしょうか。

賃料は、秋田市の普通財産貸付料算定基準に
基づき、設定します。

賃料は、固定資産課税標準額の負担調整に伴
い改定しますので、募集要項では算定基準およ
び参考単価として平成18年度時点の金額をご提
示します。

4

用地賃借料 実施方針 3 第1 1 (5) ③ 社会福祉事業用地の賃借料はどのような想定
となっていますか。

賃料は、秋田市の普通財産貸付料算定基準に
基づき、設定します。

賃料は、固定資産課税標準額の負担調整に伴
い改定しますので、募集要項では算定基準およ
び参考単価として平成18年度時点の金額をご提
示します。

5

社会福祉施設用地の
賃借について

実施方針 3 第1 1 (5) ③ 当初はPFI事業者が社会福祉施設用地を秋田市
から賃借し、施設の整備を行い、施設が完成し
た時点で社会福祉事業等実施企業等に譲渡する
とあるが、施設の所有会社と運営会社が別々の
場合、賃借人たる地位を施設所有会社に譲渡し
ていただけますか。

可能です。なお、詳細については募集要項等に
おいてお示しします。

6

社会福祉施設等整備
用地の借地代

実施方針 3 第1 1 (5) ③ 社会福祉施設等整備用地については有償での
借地との理解で差し支えないでしょうか。その
場合、借地代は入札時点で貴市から条件提示さ
れるとの理解でよろしいでしょうか。また、借
地代はいつから発生するのでしょうか。借地保
証金はないとの理解でよろしいでしょうか。

第一文については、ご理解のとおりです。
第二文については、賃料は条件提示します

が、固定資産課税標準額の負担調整に伴い改定
しますので、募集要項では参考単価として平成
18年度時点の金額をご提示します。

第三文については、現地で建設に着手した時
点から、賃料は発生します。

第四文については、ご理解のとおりです。

7
貴市財産の扱い 実施方針 3 第1 1 (5) ③ 計画地は普通財産に変更をしないのでしょう

か。
変更しません。

8

施設完成前の地位譲
渡の扱い

実施方針 3 第1 1 (5) ③ 社会福祉施設等の完成前の時点で賃借人の地
位を実施企業に譲渡した場合の借地代の有無に
ついてお示し下さい。

賃料は、発生します。

9

社会福祉施設等 実施方針 3 第1 1 (5) ③ 障害者自立支援法に基づく施設（居住施設、
通所及び小規模多機能施設、福祉ホーム及びグ
ループホーム）は対象（建設可能）となります
か。

対象になります。

10

社会福祉施設等 実施方針 3 第1 1 (5) ③ 介護保険法及び障害者自立支援法に基づく福
祉施設に付帯して児童及び学童保育施設は可能
ですか。

可能です。

11

社会福祉施設等整備
等業務

実施方針 3 第1 1 (5) ③ PFI事業者が整備した社会福祉施設等を社会福
祉事業等実施企業等に譲渡するとの記載があり
ますが、この場合の譲渡方式は有償譲渡を意味
すると理解してよろしいでしょうか。

社会福祉施設等の譲渡方式については、PFI事
業者と社会福祉事業等実施企業等に委ねます。

12

社会福祉施設等整備
等業務

実施方針 3 第1 1 (5) ③ 前質問11の場合、PFI事業者が市から受けとる
サービス対価（施設整備費）と、社会福祉事業
等実施企業等から受けとる譲渡代金の差額に制
約はないものと理解してよろしいでしょうか。
PFI事業者の得る売買差額がどの程度許容されて
いるかを確認する趣旨での質問です。

社会福祉施設等の整備費は、秋田市が支払う
サービス購入料の対象外です。

13

社会福祉事業等実施
企業等

実施方針 3 第1 1 (5) ③ PFI事業者と社会福祉事業等実施企業等との関
係が分かりません。企業或いは企業体として、
まったく別のものなのか、同じものなのか、一
部重複しているのか。秋田市のイメージされて
いる事業者概念をご教示願います。

社会福祉事業等実施企業等は、PFI事業者の構
成員又はPFI事業者の構成員以外の協力企業等に
なることが可能です。

14

用地活用業務 実施方針 3 第1 1 (5) ④ 社会福祉事業とは異なり、秋田市が想定する
用途の記載がありませんが、用途制限は都市計
画と建築基準法の縛りしかないと理解してよろ
しいでしょうか。

ご指摘のほか「周辺の良好な住環境に配慮し
た」土地利用を求めます。なお、望ましい市街
地像については、募集要項等において示しま
す。

15

用地活用業務 実施方針 3 第1 1 (5) ④ 市営住宅の共同施設等の引渡し完了までに開
発許可等を取得できなかった場合、秋田市は市
営住宅等の買い取りを拒否するという理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、詳細は事業契約
書（案）にて提示します。

16

用地活用業務 実施方針 3 第1 1 (5) ④ 質問15の事態が生じた場合、入居予定者の住
居確保は秋田市の責任で行っていただけるので
しょうか。

入居予定者の住居確保は秋田市が行います
が、PFI事業者の責めによる共同施設等の引渡し
遅延については、事業契約所定の遅延損害金を
請求するほか、当該遅延により、秋田市に損害
が発生した場合は、損害分を請求することがあ
ります。

当該資料での対応部分

実施方針に関する質問回答書
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質問
No

質問項目
（タイトル）

資料名
対応
頁

質問内容 回答当該資料での対応部分

17

用地活用業務 実施方針 3 第1 1 (5) ④ 開発許可等取得後、違法な開発行為或いは許
容用途外の建築を行った場合、PFI事業者、社会
福祉事業等実施企業等、用地活用企業等のグ
ループ総体或いは各々に対し、秋田市はいかな
る措置を講じる予定かご教示願います。特に、
本件は対象地域が4つに分散しており、開発許可
等取得から開発着手の間にズレが生じる可能性
があると思われ、用途規制等制度・ルールの変
更の可能性も想定されます。企業はどこまでリ
スクを負えばよいのか事前に明確に承知してお
く必要があります。具体的にご教示願います。

違法な開発行為を行った場合は、都市計画法
等の罰則規定によります。

秋田市との協議なしに提案用途以外の建築を
行おうとした場合は、一定のペナルティーを課
すことを想定しています。詳細については事業
契約書（案）にて提示します。

なお、制度関連リスクの負担については、添
付資料1－リスク分担表（案）のとおりとしま
す。

18

用地活用業務のた
めの用地の取得費

実施方針 3 第１ 1 (5) ④ 用地取得費はどのように設定されるのでしょ
うか。
あらかじめ募集要項で提示されるのでしょう
か。

活用用地（4団地）の売却価格は、募集要項に
おいて各団地ごとに提示します。

19

用地取得費 実施方針 3 第1 1 (5) ④ 用地活用業務用地の取得費はどのような想定
となっていますか。

活用用地（4団地）の売却価格は、募集要項に
おいて各団地ごとに提示します。

20

活用用地の取得費 実施方針 3 第1 1 (5) ④ 募集要項に用地取得費は設定されるのでしょ
うか。設定される場合、それは、一定額となる
のでしょうか。

活用用地（4団地）の売却価格は、募集要項に
おいて各団地ごとに提示します。

21

活用用地の所有権移
転時期

実施方針 3 第1 1 (5) ④ 活用用地の所有権移転はいつ行われるので
しょうか。また、購入代金の貴市への支払時期
についてもお示し下さい。

第一文については、活用用地における既存住
宅の解体撤去・整地後の平成21年6月1日を予定
しています。

第二文については、事業契約書（案）におい
て示します。

22

土地使用承諾書の発
行可否

実施方針 3 第1 1 (5) ④ 市営住宅の共同施設等の引渡し完了までに活
用用地の開発許可又は建築確認を取得すること
と記載がありますが、タイミング的に許認可申
請上の建築主（事業者）と土地所有者（貴市）
が相違してしまう場合においては、申請に必要
な土地使用承諾書等を貴市が発行して頂けると
の認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

23

PFI事業者の収入 実施方針 4 第1 1 (7) ① イ 「市営住宅の各期の完成および引渡し後、当該
引渡し部分に相当する費用をＰＦＩ事業者へ支
払う。」とありますが、各引渡し後、一括払い
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

24

活用用地の取得時期 実施方針 4 第1 1 (7) ② ウ 活用用地の取得時期はいつなのでしょうか。
ご教示下さい。

活用用地における既存住宅の解体撤去・整地
後の平成21年6月1日を予定しています。詳細
は、事業契約書（案）において示します。

25

活用用地の価格 実施方針 4 第1 1 (7) ② ウ 活用用地の取得価格はいくらなのでしょう
か。係る価格は事業者からの提案なのでしょう
か。

活用用地（4団地）の売却価格は、募集要項に
おいて各団地ごとに提示します。

26

社会福祉施設等整備
用地の有償について
賃借の日

実施方針 ４ 第1 １ (8) 社会福祉施設整備等業務期間は、用地を賃借
した日から20年間とするとあるが、この賃借の
日とは提案となるのでしょうか。

賃貸借の開始時期は、現地で建設に着手する
時点となり、PFI事業者又は社会福祉事業等実施
企業等の提案に委ねます。ただし、平成22年6月
末までに、社会福祉施設等を竣工する必要があ
ります。

27

借地契約 実施方針 4 第1 1 (8) 社会福祉施設等整備用地の賃借は事業用定期
借地契約によるものと理解しています。この場
合、更新できないとされる“定期”と貴市がお
示しの業務の「継続」とはどのように整合され
るのでしょうか。借地契約の継続の考え方につ
いてご教示下さい。

20年経過した時点で本事業用定期借地契約は
終了し、それ以降は、新たに賃貸借契約を締結
することを想定しています。

28

社会福祉事業等実施
企業等の資格

実施方針 4
10
13

第1
第2

1
2

(8)
(1)
(2)

②
④

但書
秋田市が20年の事業継続を求める社会福祉事

業等実施企業等に対しては、秋田市内での事業
実績を問うだけでなく、構成員としての参加義
務づけはもとより、相応の資力・財務の健全性
等を要求して然るべきかと思わますが、秋田市
のお考えはいかがでしょうか。

社会福祉事業等実施企業等に対しては、社会
福祉事業等の継続した履行を求めるため、実施
方針第2 3（3）②アｃに示しました基礎審査で
の事業遂行能力の確認を行うことを予定してお
ります。詳細につきましては、募集要項ととも
に公表する事業者選定基準においてご提示しま
す。

29

市営住宅の期分け 実施方針 5 第1 1 (9) 市営住宅の第1期、第2期はどのように区分し
ていますか。

実施方針第4 3 (1) ①による住戸数、図面資
料4－①に示した第1期に残存する住戸図および
図面資料5－①に示した公共施設に配慮すべき住
戸図からご判断のうえ、ご提案して下さい。
なお、インフラの現況図については、要求水準
書において示します。

30
共同施設等の引渡し 実施方針 5 第1 1 (9) 共同施設等の引渡しが平成22年6月（予定）と

あるが、前倒しての引渡しは可能でしょうか。
平成22年4月以降であれば可能ですが、気候条

件による品質確保等には留意して下さい。

31
選定方法 実施方針 9 第2 1 定性的評価、定量的評価の評価割合をどう設

定していますか。
募集要項と共に公表する事業者選定基準にお

いてご提示します。

32

参加資格要件 実施方針 10 第2 2 構成員と協力企業の差がないように見受けら
れますが、区別する意味はどこにあるのでしょ
うか。

SPC設立の場合、SPCに出資する企業等を構成
員、出資しない企業等を協力企業等とします。
SPCを設立しない場合は、共同企業体を構成し、
本事業の連帯責任を負う企業等を共同企業体の
構成員とし、それ以外を協力企業等とします。
なお、いずれの場合であっても、資格要件を満
たした設計企業等、建設企業等、工事監理企業
等は構成員となる必要があります。社会福祉事
業等実施企業等および用地活用企業等は、構成
員又は協力企業等のいずれでも構いません。

2／6 新屋比内町市営住宅建替事業



質問
No

質問項目
（タイトル）

資料名
対応
頁

質問内容 回答当該資料での対応部分

33

代表企業の地位 実施方針 13 第2 2 (1) SPCを設立しない場合、代表企業と他の構成
員・協力企業の違いはどこにあるのでしょう
か。SPCを設立しない場合の方が、応募企業に
とって義務が少ない形となっており、著しくバ
ランスを失しているように思われます。皆SPCを
設立しない方を選ぶのではないでしょうか。代
表企業に対して、本件事業を代表するにふさわ
しい義務を別途要求するべきかと思われます
が、秋田市のお考えはいかがでしょうか。

SPCを設立しない場合、応募者が構成した共同
企業体が本事業の実施主体になり、共同企業体
を構成する構成員のなかから代表企業等を定め
ていただきます。詳細については事業契約書
（案）においてお示ししますが、共同企業体の
各構成員が本事業の連帯責任を負担するため
（なお、協力企業は共同企業体の構成員とはな
らないため、かかる連帯責任を負担しないかた
ちとなります。）、SPCを設立しない方が必ずし
も企業等にとって義務が少ないとは考えており
ません。

34

応募者の構成員及協
力企業等の資格要件

実施方針 11 第2 2 (2) ① イ 公営住宅の設計の実績について、規模は問わ
ないのでしょうか。

規模は問いません。

35

資格要件について 実施方針 11 第2 2 (2) ① イ 「公営住宅の設計の実績を有していること」と
ありますが、公営住宅に、公団住宅または公社
住宅を含むと考えてよろしいでしょうか。

含みません。

36

設計企業の要件 実施方針 11 第2 2 (2) ① 設計企業は秋田市の指名参加登録を受けてい
なければならないか。

秋田市の建築関係建設コンサルタント業務の
建築一般部門又は建築士事務所部門に登録され
ていることとします。詳細は募集要項において
示します。

37

社会福祉事業等実施
企業等

実施方針 13 第2 2 (2) ④ 社会福祉事業等実施企業等に関し、共同事業
で当該事業を行う場合、いづれか１者が秋田市
内で社会福祉事業の事業実績を有していればよ
ろしいでしょうか。

資格要件については募集要項をご覧下さい。

38

社会福祉施設等事業
者

実施方針 13 第2 2 (2) ④ 社会福祉事業等実施企業等に事業実績を有し
ていることありますが、新規事業者は参入でき
ないのですか。

質問No．37をご参照下さい。

39
用地活用企業の資格 実施方針 13 第2 2 (2) ⑤ イ 「当該業務を実施するに必要とする資格」と

は何でしょうか。
実施する業務内容によるため、用地活用企業

等の判断に委ねます。

40

用地活用企業等 実施方針 13 第2 2 (2) ⑤ 用地活用企業等に関し、当該事業を共同事業で
行う場合、いづれか１者が秋田市内で提案内容
と同等又は類似の事業に係る実績を有していれ
ばよろしいでしょうか。

実施方針第2 2 (2) ⑤ をご覧下さい。

41

用地活用企業の実績 実施方針 13 第2 2 (2) ⑤ 「活用用地に係る提案内容と同等の実績」と
は、規模的にはどのように考えればよろしいの
でしょうか。廃止4団地の合計面積程度を指すの
でしょうか。

合計面積程度ではなく、各廃止団地ごとにそ
れらの用地面積以上とします。

42

指名停止措置 実施方針 13 第2 2 (3) オ 指名停止措置の該当期間は、参加表明から落札
者決定までの時期と考えてよろしいでしょう
か。

応募資格は、資格確認基準日に指名停止措置
を受けていないことです。また、資格確認申請
書受付以降の取り扱いについては、実施方針
第2 2（4）をご覧下さい。

43
選定委員会委員の公
表

実施方針 14 第2 2 (3) ソ 「新屋比内町市営住宅建替事業事業者選定委
員会」委員の公表はいつなのでしょうか。

募集要項においてご提示します。

44

資格要件 実施方針 15 第2 2 (4) ② 万が一かかる事態に該当した場合、優先交渉
権者から秋田市に構成員の変更等を申入れする
ことは可能でしょうか

代表企業等を除く構成員の場合に、変更等の
申し入れは可能です。

45
契約主体 実施方針 15 第2 3 (6) SPCを設立しない場合の協議・契約締結の方法

を具体的にご教示願います。
秋田市は、応募者が構成した共同企業体と事

業契約を締結します。

46

審査に関する基本的
な考え方

実施方針 15 第2 3 (1) 公的財政負担の縮減の達成とありますが、PSC
は公表されますか。

PSCは公表しませんが、VFMを公表します。

47

基礎審査での事業シ
ミュレーション

実施方針 16 第2 3 (3) ② ア b 市営住宅整備が年払いではなく一括支払いと
なっているので、ここでの事業シミュレーショ
ンとは付帯事業のシミュレーションを指す、と
の理解で差し支えないでしょうか。

市営住宅整備業務および付帯事業の事業シ
ミュレーションを対象にする予定です。詳細は
募集要項とともに公表します事業者選定基準に
おいて示します。

48

SPCを設立する場合
の取扱い

実施方針 17 第2 3 (6) SPCを設立した場合、SPCと特定事業契約を締
結するものとするとあるが、SPCを設立しない場
合の契約当事者は全て代表企業となると考えて
よいですか。

SPCを設立しない場合、応募者が構成した共同
企業体が本事業の実施主体になり、共同企業体
を構成する構成員のなかで代表企業等を定めて
いただきます。契約当事者は、共同企業体の全
構成員の連名となります。

49

SPCの設立 実施方針 17 第2 3 (6) SPCの所在地は秋田市外でもよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

50

提案書類の公表 実施方針 17 第2 4 (1) 貴市への提案書には各社固有のノウハウが潜
んでおります。提出書類の著作権が応募者にあ
ることを鑑み、貴市が公表する際には、事前に
事業者との公表内容についての協議が行われる
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

51

契約保証金の納付等 実施方針 18 第3 ３ 契約保証金等の納付によりとありますが、契
約保証金納付以外の具体的方法を明示してくだ
さい。

契約保証金は免除します。ただし、PFI事業者
は市営住宅の建設工事の履行を確保するため
に、秋田市又はPFI事業者を被保険者とする履行
保証保険契約を締結することとします。詳細
は、募集要項において示します。

52

責任の履行保証 実施方針 18 第3 3 PFI事業者の責任の履行に関しては、契約保証
金の納付によるものの他、履行保証保険による
方法もあるとの理解で差し支えないでしょう
か。

契約保証金は免除します。ただし、PFI事業者
は市営住宅の建設工事の履行を確保するため
に、秋田市又はPFI事業者を被保険者とする履行
保証保険契約を締結することとします。詳細
は、募集要項において示します。
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質問項目
（タイトル）

資料名
対応
頁

質問内容 回答当該資料での対応部分

53

モニタリング費用 実施方針 20 第3 4 (3) 貴市が実施するモニタリングにおいて事業者
側が負担する「その他の費用」とはどのような
ものがあるのでしょうか。お考えをお示し下さ
い。

例えば、中間確認および検査時に準備する書
類等の作成費など、秋田市に生じる費用以外の
費用とします。

54

要求水準未達 実施方針 20 第3 4 (4) 市営住宅施設の維持管理実施不足に起因する
機能劣化は事業者の責ではないことをご確認下
さい。

本事業は、市営住宅の維持管理業務は対象外
ですが、要求水準未達成リスクおよび瑕疵担保
リスクは添付資料１－リスク分担表（案）に従
います。なお、ライフサイクルコストや維持管
理のしやすさへの配慮は評価の対象とします。
詳細は、募集要項とともに公表する事業者選定
基準にてお示しします。

55

要求水準未達 実施方針 20 第3 4 (4) モニタリングの結果、要求水準未達がある場
合において、貴市支払い額の減額や、借地代の
増額等のペナルティはないとの認識でよろしい
でしょうか。

事業契約書（案）にお示しします。

56

解体撤去対象建築物
等に関する資料

実施方針 21 第4 1 解体撤去の対象となる既存建物等の図面等ご
提示願います。（他4市営住宅についても同様）

秋田市で所有している図面等については、要
求水準書において示します。

57

建替え計画地の地質
データ資料

実施方針 21 第4 1 建替え計画地のボーリングデータ等地質資料
をご提示願います。

要求水準書において示します。

58
共同施設等面積 実施方針 22 第4 3 (2) 集会所、物置の面積は増減何％ぐらいまで許

容でしょうか。
要求水準書において示します。

59
共同施設等内容 実施方針 22 第4 3 (2) 児童遊園の整備は遊具まで含むのでしょう

か。
含みます。詳細は要求水準書において示しま

す。

60

団地内道路の取扱い
について

実施方針 23 第4 3 (3) 団地内道路は、すべて公道として扱われるこ
とになるのでしょうか。私道扱いの道路の設置
は可能なのでしょうか。

秋田市で管理する道路とする予定ですが、市
道になるかどうかは未定です。団地内道路につ
いては、都市計画法による開発行為として築造
されることを想定しています。

61

区域外住戸への供用 実施方針 23 第4 3 (3) 汚水排水施設や水道等インフラ設備の現在の
事業用地区域外住戸への供用はどのようになっ
ているのでしょうか。係る経路資料等を公表下
さいますようお願いします。

要求水準書において示します。

62

社会福祉施設等整備
用地の有償について

実施方針 23 第4 4 社会福祉施設用地は有償で貸与するとある
が、賃料は提案となるのでしょうか。

賃料は、秋田市の普通財産貸付料算定基準に
基づき、設定します。

賃料は、固定資産課税標準額の負担調整に伴
い改定しますので、募集要項では算定基準およ
び参考単価として平成18年度時点の金額をご提
示します。

63

活用用地に関する事
項

実施方針 23 第4 5 「用地活用企業等が秋田市より購入」と記載
されておりますが、3頁-第1-1-(5)-④では、
「当初は、PFI事業者が活用用地を秋田市から取
得～、～譲渡～」と記載されております。ＰＦ
Ｉ事業者が一旦用地を取得しなければならない
のか否か、ご教示ください。

PFI事業者が一度用地を取得することなく、用
地活用企業等がPFI事業者から活用用地の買主た
る地位を譲り受け、その後用地活用企業等が直
接秋田市から活用用地を買い受けることを予定
しております。

64

活用土地の整備につ
いて

実施方針 24 第4 5 「各用地において道路、汚水排水、雨水排水及
び水道の区域外住宅への供用を考慮すること」
とありますが、募集要項で整備範囲、規格等の
提示はあるのでしょうか。

要求水準書において示します。

65

区域外住戸への供用 実施方針 24 第4 5 (1) ② 周辺住戸への上下水道供用、敷地内に設置さ
れている圧送ポンプの開発時の取り扱い等につ
いて供用先戸数など具体的にご教示下さい。ま
た、供用・設置をしていることで利用料等の徴
収が行われているのかについてもお示し下さ
い。

（金砂町）
第一文については、金砂町市営住宅用地内を

経由している配管により、上下水道の供用を受
けている周辺住戸があるため、市営住宅整備業
務および用地活用業務において、これら住戸へ
の供用を維持する必要があります。なお、イン
フラ現況図については、要求水準書において示
します。

第二文については、既に供用を受けている周
辺住戸は既に利用料金を徴収されています。

66

区域外住戸への供用 実施方針 24 第4 5 (2) ② 上水道を供用している周辺住戸戸数等周辺住
戸への供用を配慮しなければならない事項につ
いて具体的にご教示下さい。また、供用により
利用料等の徴収が行われているのかについても
お示し下さい。

（将軍野）
第一文については、将軍野市営住宅用地内を

経由している配管により、上水道の供用を受け
ている周辺住戸があるため、市営住宅整備業務
および用地活用業務において、これら住戸への
供用を維持する必要があります。なお、インフ
ラ現況図については、要求水準書において示し
ます。

第二文については、既に供用を受けている周
辺住戸は既に利用料金を徴収されています。

67

区域外住戸への供用 実施方針 24 第4 5 (3) ② 上水道を供用している周辺住戸戸数等周辺住
戸への供用を配慮しなければならない事項につ
いて具体的にご教示下さい。また、供用により
利用料等の徴収が行われているのかについても
お示し下さい。

（割山）
第一文については、割山市営住宅用地内を経

由している配管により、上水道の供用を受けて
いる周辺住戸があるため、市営住宅整備業務お
よび用地活用業務において、これら住戸への供
用を維持する必要があります。なお、インフラ
現況図については、要求水準書において示しま
す。

第二文については、既に供用を受けている住
戸は既に利用料金を徴収されています。
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68

割山の市有地外用地 実施方針 24 第4 5 (3) ① 割山の売却用地以外の残存地の活用予定はど
うなっていますでしょうか。既存施設の解体工
事内容の地権者への承諾については貴市が行っ
て下さるとの理解でよろしいでしょうか。貴市
から地権者への用地の引渡し条件（現状復帰内
容）についてご教示下さい。

第一文については、有償で譲渡する部分以外
の土地は借地であり、土地所有者へ返還する予
定です。

第二文については、ご理解のとおりです。
第三文については、既設市営住宅の解体整地

までPFI事業者が行うことになりますが、周辺住
戸に現に供用されている道路、下水道、水道、
電柱については、市営住宅整備業務および用地
活用業務において、これら住戸への供用を維持
する必要があります。なお、インフラ現況図に
ついては、要求水準書において示します。

69

区域外住戸への供用 実施方針 25 第4 5 (4) ② 上水道を供用している周辺住戸戸数等周辺住
戸への供用を配慮しなければならない事項につ
いて具体的にご教示下さい。また、供用により
利用料等の徴収が行われているのかについても
お示し下さい。

（新屋沖田）
第一文については、新屋沖田市営住宅用地内

を経由している配管により、上水道の供用を受
けている周辺住戸があるため、市営住宅整備業
務および用地活用業務において、これら住戸へ
の供用を維持する必要があります。なお、イン
フラ現況図については、要求水準書において示
します。

第二文については、既に供用を受けている住
戸は既に利用料金を徴収されています。

70

活用土地について 実施方針 26 第8 1 活用土地の土壌汚染に関する資料は提示される
のでしょうか。

土壌汚染調査を行っていないため、資料は提
示しません。なお、土壌汚染が明らかになった
場合のリスクは、秋田市が負います。

71

解体建物について 実施方針 26 第8 1 解体対象の建物における、アスベスト等の有害
物質に関する資料は提示されるのでしょうか。

秋田市が平成17年度に実施した調査では飛散
性アスベストは含まれていません。非飛散性ア
スベストについては提示できませんが、建設年
度からは含有している物質が含まれていること
が予想されます。対処については、要求水準書
にてお示しします。

72
税制度リスク リスク分担表

（案）
28 1 消費税の変更については貴市の分担範囲との

理解で差し支えないでしょうか。
サービス購入料においては、ご理解のとおり

です。

73

住民対応リスク リスク分担表
（案）

28 1 既存入居者への今回の整備計画の説明はお済
ませなのでしょうか。問題のある住戸がござい
ましたらご教示下さい。

説明済みです。今のところ問題のある住戸は
ありません。

74

住民対応リスク リスク分担表
（案）

28 1 提案内容にかかる住民対応リスクはPFI事業者
負担となっていますが、審査過程で市にご承認
いただいた部分の提案内容については、住民へ
の説明対応等に際して、市のサポートを頂くこ
とは可能でしょうか。（例えば、外環やレイア
ウトに関して住民からクレームがあった場合）

秋田市は必要に応じて協力します。

75

リスク分担 リスク分担表
（案）

28 1 建設期間中におけるインフレ・デフレに関し
ては、他のPFI案件に見られるように、「国土交
通省建設統計月報の建設工事費デフレーター」
等による変動ルールの設定を行うことは可能で
しょうか。

リスク分担表（案）のとおりとします。

76

社会リスク（住民対
応リスク）

リスク分担表
（案）

28 1 「提案内容に係るもの」とは、どの範囲を意味
するのでしょうか。例えば、既存住宅の解体撤
去により生ずる退去者の合意形成は秋田市、又
はＰＦＩ事業者のどちらの範囲と考えるので
しょうか。

既存住宅の解体撤去に対する入居者の移転等
の合意形成は、秋田市の範囲となります。

77

不可抗力リスク リスク分担表
（案）

30 2 不可抗力リスクはすべて実施企業等による対
応となっていますが、社会福祉施設等に関して
の公共性に鑑み、一部市の負担をいただけるよ
うな可能性はありますでしょうか。

リスク分担表（案）のとおりとします。

78

不可抗力リスク リスク分担表
（案）

30 天災、暴動等自然的又は人為的な事象の全てが
PFI事業者の負担となっていますが、公的施設の
意味合いからある一定以上は秋田市が負担しな
いのでしょうか。

リスク分担表（案）のとおりとします。

79

賃借料変動リスク リスク分担表 31 2 借地代の変動に関するメカニズムをご教示下
さい。

賃料は、秋田市の普通財産貸付料算定基準に
基づき、設定します。

賃料は、固定資産課税標準額の負担調整に伴
い改定しますので、募集要項では算定基準およ
び参考単価として平成18年度時点の金額をご提
示します。

80

賃借料変動リスク リスク分担表
（案）

31 2 「賃借料変動リスク」は実施企業等の負担と
なっていますが、社会福祉施設等に関しての公
共性に鑑み、協議は可能でしょうか。かかるリ
スクが残る場合、附帯事業のコスト（利用料の
設定）が高くなる可能性があります。

賃料は、秋田市の普通財産貸付料算定基準に
基づき設定することとしており、協議は予定し
ておりません。

81

第１期に残存する住
戸図

図面資料４-① 通常インフラは下流側から行うものだと思い
ますが、この図によると第１期には高いエリア
を整備することになりますが、逆にすることは
可能でしょうか。不可能としたら理由を教えて
ください。

図面資料4-①は第1期に残存する住戸を示した
ものです。これら住戸近辺のインフラを第1期に
整備することは可能ですが、市営住宅入居者お
よび区域外の住民の安全と利便に配慮して業務
を実施して下さい。

82

第１期に残存する住
戸図

図面資料４-① 区域図の右上の現在の進入道路付近で主要地
方道との接続は新設してもよいでしょうか。用
地は使えるのでしょうか。

道路管理者（秋田県）との協議によります。
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83

計画地資料の公表 図面資料4－① 第1期工事期間中の残存住戸への各種インフラ
の供用を考慮することとされていますが、現状
のインフラ経路等検討資料は事前に公表される
との認識でよろしいでしょうか。仮に既存資料
がない場合には事業者が調査費用を入札価格に
織り込み、係る対策費用については入札価格と
は別枠で貴市が負担するとの理解で差し支えな
いでしょうか。

インフラ現況図については、要求水準書にお
いて公表します。その他、PFI事業者が必要に応
じて実施する調査費および対策費用について
は、PFI事業者の負担とし、秋田市が別途負担す
ることはありません。
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資料の意味 図面資料5－① 「公共施設に配慮すべき住戸」とは何なので
しょうか。市営住宅を整備する際の各種インフ
ラ経路にこれらの区域外住戸の配管を接続する
ことを意味するのでしょうか。仮に敷地が隣接
していない住戸がある場合には経路途中にある
用地の地権者への承諾は貴市がとっているとの
理解でよろしいのでしょうか。具体的にお示し
下さい。

（新屋比内町）
下水道（汚水）については、隣接敷地内に第

一桝を新規設置することまでを意味します。
上水道については、現に上水道を供用されて

いる周辺住戸敷地内に新規止水弁の設置および
既設配管への接続することまでを意味します。

なお、インフラ現況図は要求水準書において
示します。

経路途中にある用地の地権者への承諾は、秋
田市がとります。

6／6 新屋比内町市営住宅建替事業


